
　六ヶ所村の令和５年度一般会計当初予算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況については次のとおりです。

110,000 千円

2,336,950 千円

（単位：千円）

地方消費税
交付金

（社会保障
財源化分）

障害者福祉事業
（自立支援事業等）

417,623 294,009 0 110 7,607 115,897

高齢者福祉事業
（老人保護措置費等）

194,280 25,580 0 244 10,376 158,080

児童福祉事業
（子育て支援事業）

662,647 143,972 0 24,044 30,466 464,165

母子福祉事業
（ひとり親等医療費助成事業等）

9,952 4,340 0 0 346 5,266

その他 27,925 2,084 0 0 1,591 24,250

小　計 1,312,427 469,985 0 24,398 50,386 767,658

国民健康保険事業
（繰出金）

109,065 38,633 0 0 4,338 66,094

介護保険事業
（繰出金）

212,950 14,847 0 0 12,202 185,901

後期高齢者医療事業
（繰出金）

114,084 0 0 0 7,026 107,058

その他 58,510 0 0 0 3,604 54,906

小　計 494,609 53,480 0 0 27,170 413,959

地域医療対策事業
（負担金・交付金・繰出金等）

396,829 0 0 0 24,442 372,387

疾病予防対策事業
（予防接種事業等）

13,707 0 0 0 844 12,863

健康増進事業
（がん検診事業等）

118,066 2,808 0 155 7,090 108,013

その他 1,312 210 0 0 68 1,034

小　計 529,914 3,018 0 155 32,444 494,297

2,336,950 526,483 0 24,553 110,000 1,675,914

※社会保障財源分の地方消費税交付金については、各事業に要する一般財源の比率に応じ按分して充当しています。

　平成26年４月より消費税率が５％から８％へ、また、令和元年10月からは10％へ段階的に引き上げられたことに伴い、地方消費税
交付金の増収分（社会保障財源化分）については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

【歳入】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）

【歳出】　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費　　　　　　　　　　

保健衛生

合　　計

社会福祉

社会保険

その他

分　類 事　業　名
令和5年度
当初予算額
（経　費）

財　源　内　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

国県支出金 村債 その他


